
【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源分） 289,000 千円

【歳出】社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

国庫
支出金

県支出金 町債 その他
地方消費税
交付金

その他

社会福祉総務費 200,670 23,642 55,826 0 43,500 21,899 55,803

障害者福祉費 518,654 247,776 123,386 0 65 41,551 105,876

老人福祉費 439,455 0 58,958 0 29,865 98,821 251,811

地域支援事業費 93,226 0 0 0 61,887 8,833 22,506

老人福祉センター費 15,273 0 0 0 0 4,305 10,968

災害応急費 62 0 0 0 0 17 45

児童福祉総務費 8,087 100 50 0 38 2,227 5,672

児童措置費 240,982 166,616 37,016 0 0 10,526 26,824

母子福祉費 1,990 0 0 0 0 561 1,429

保育所費 280,356 24,493 14,031 0 38,948 57,180 145,704

子育て支援費 8,901 1,922 39 0 0 1,956 4,984

子育てふれあいセンター費 12,104 4,044 2,747 0 42 1,486 3,785

災
害

救
助

災害救助費 19 0 0 0 0 5 14

保健衛生総務費 8,812 0 0 0 1,024 2,196 5,592

母子衛生費 32,347 9,035 2,468 0 81 5,851 14,912

成人病検診費 28,814 0 327 0 6,859 6,096 15,532

予防費 88,875 849 0 0 0 24,809 63,217

健康づくり推進事業費 3,557 0 0 0 1,142 681 1,734

1,982,184 478,477 294,848 0 183,451 289,000 736,408合計

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について

　消費税率（国・地方）は、平成26年4月1日より5％から8％に、令和元年10月1日より8％から10％に引き上げられ、
消費税の増収分（社会保障財源化分）については、全て社会保障施策に要する経費に充てることとされています。
　令和６年度下諏訪町一般会計予算における充当状況については、以下のとおりです。
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